
5

格
者
証
の
「
離
職
理
由
コ
ー

ド
」
が
（
11
、
12
、
21
、
22
、

23
、
31
、
32
、
33
、
34
）
に
該

当
す
る
方

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
雇
用
保
険
受
給
資
格
者
証

・
印
鑑

※
保
険
税
に
は
そ
の
他
の
減
免
制

度
も
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い

る
方
に
発
行
し
て
い
る
「
限
度
額

適
用
認
定
証
」
「
限
度
額
適
用
・

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の
有

効
期
限
は
７
月
31
日
ま
で
で
す
。

　「
平
成
25
年
度
国
民
健
康
保
険

税
の
納
税
通
知
書
」
を
、
７
月
中

旬
に
世
帯
主
宛
に
郵
送
し
ま
す
。

※
世
帯
主
が
社
会
保
険
等
に
ご
加

入
の
場
合
で
も
、
同
じ
世
帯
に

国
保
に
加
入
し
て
い
る
方
が
い

る
場
合
に
は
、
世
帯
主
名
義
で

通
知
し
ま
す
。

　
平
成
25
年
度
の
保
険
税
額
・
限

度
額
は
、
昨
年
度
と
同
様
と
な
り

ま
す
。【
表
１
参
照
】

　
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
、

倒
産
、
解
雇
、
雇
い
止
め
な
ど
で

離
職
し
、
国
民
健
康
保
険
に
加
入

さ
れ
た
方
に
つ
い
て
は
、
前
年
の

給
与
所
得
を
１
０
０
分
の
30
と
し

て
所
得
割
が
算
定
さ
れ
ま
す
。

　
軽
減
を
受
け
る
に
は
申
請
が
必

要
と
な
り
ま
す
の
で
、
市
民
課
国

保
医
療
担
当
窓
口
で
手
続
き
を
し

て
く
だ
さ
い
。

■
対
象
と
な
る
方

　
次
の
①
〜
③
の
全
て
の
条
件
を

満
た
す
者

①
平
成
21
年
３
月
31
日
以
降
に
離

　
職
し
た
方

②
離
職
日
現
在
で
65
歳
未
満
の
方

③
雇
用
保
険
の
失
業
等
給
付
を
受

け
る
方
で
、
雇
用
保
険
受
給
資

離
職
さ
れ
た
方
は

国
保
税
が
軽
減
さ
れ
ま
す

「
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
減
額
認
定
証
」
の
更
新

　
８
月
以
降
も
認
定
証
が
必
要
な

場
合
は
、
８
月
中
に
市
民
課
国
保

医
療
担
当
窓
口
で
更
新
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・
印
鑑

・
過
去
１
年
間
の
入
院
日
数
が
90

症
サ
ポ
ー
タ
ー
養
成
講
座
」
の
講

師
役
も
務
め
て
い
ま
す
。

　
虹
の
会
の
会
員
数
は
43
人
で
す

が
、「
認
知
症
の
人
と
家
族
の
会
」

の
山
梨
県
支
部
と
し
て
約
５
５
０

人
、
全
国
に
は
約
一
万
人
の
会
員

が
い
ま
す
。

　
介
護
中
の
人
や
、
介
護
経
験
者

の
他
に
も
、
福
祉
、
医
療
、
保
健

に
関
わ
る
専
門
職
の
方
々
も
共
に

つ
ど
い
、
語
り
、
励
ま
し
合
い
支

え
合
っ
て
活
動
し
て
い
ま
す
。
　

　
虹
の
会
は
、
入
会
を
し
な
く
て

も
、
介
護
経
験
者
が
介
護
の
悩
み

を
聞
い
て
く
れ
ま
す
。
つ
ら
く
な

っ
た
ら
一
人
で
抱
え
込
ま
ず
、
介

護
者
の
思
い
を
理
解
し
て
く
れ
る

方
た
ち
に
ま
ず
は
相
談
し
て
み
ま

せ
ん
か
？

■
お
問
い
合
わ
せ

＊
虹
の
会
　
☎
２
２
ー
０
３
６
６

＊
も
の
忘
れ
相
談
セ
ン
タ
ー

　（
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
内
）

　
☎
２
３
ー
４
４
６
４

　
家
族
が
認
知
症
と
い
う
病
に
よ

り
、
以
前
の
よ
う
に
生
活
が
で
き

な
く
な
る
こ
と
は
、
認
知
症
の
方

ご
自
身
に
も
、
家
族
に
と
っ
て
も

大
変
で
つ
ら
い
こ
と
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
、
認
知
症
と
い
う
病

気
に
つ
い
て
は
、
未
だ
に
偏
見
が

な
く
な
ら
ず
、
誰
に
も
相
談
で
き

ず
に
介
護
の
悩
み
を
抱
え
込
ん
で

し
ま
わ
れ
る
方
も
い
る
と
思
い
ま

す
。

　
し
か
し
、
認
知
症
は
進
行
す
る

病
で
あ
り
、
一
人
で
悩
ん
で
い
て

も
病
状
は
悪
化
す
る
一
方
で
す
。

　
今
回
は
、
認
知
症
の
方
を
介
護

す
る
家
族
の
相
談
場
所
の
一
つ
と

し
て
「
虹
の
会
」
を
紹
介
し
ま
す
。

■
「
虹
の
会
」
と
は
？

　
公
益
社
団
法
人 

認
知
症
の
人

と
家
族
の
会 

山
梨
県
支
部
「
あ

し
た
葉
の
会
」の
峡
北
地
域
会
で
、

今
年
二
十
周
年
を
迎
え
ま
す
。
こ

の
会
は
、
平
成
５
年
に
「
痴
呆
性

老
人
を
支
え
る
会
」
と
し
て
設
立

さ
れ
た
こ
と
に
起
因
し
、
現
在
に

い
た
っ
て
い
ま
す
。

■
ど
ん
な
活
動
を
し
て
い
る
の
？

　
認
知
症
に
な
っ
て
も
安
心
し
て

暮
ら
せ
る
社
会
を
目
指
し
、
認
知

症
へ
の
正
し
い
理
解
を
広
め
、
福

祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
に

活
動
し
て
い
ま
す
。

　
学
習
機
会
と
し
て
の
講
演
会
や

研
修
会
、
施
設
見
学
、
親
睦
を
深

め
、
情
報
交
換
の
場
と
な
る
交
流

会
等
の
開
催
の
ほ
か
、相
談
活
動
、

機
関
紙
の
発
行
、
普
及
啓
発
活
動

な
ど
も
随
時
行
っ
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、
出
か
け
た
き
り
家
に
帰

れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
、
高
齢
者

の
生
命
の
安
全
を
守
る
「
お
か
え

り
マ
ー
ク
」
の
普
及
や
、「
認
知

日
を
超
え
る
場
合
は
、
入
院
日

数
の
確
認
で
き
る
医
療
機
関
発

行
の
領
収
書
等
（
住
民
税
非
課

税
世
帯
の
み
）

 

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　
市
民
課
国
保
医
療
担
当

　（
内
線
１
２
７
〜
１
２
９
・
１
３
７
）

所得割 資産割 均等割 平等割 賦課限度額

医療分 7.0% 25.0% 24,700円 21,200円 510,000円

後期高齢者
支援金分 2.7% 7.0% 7,900円 8,600円 140,000円

介護分 2.5% 7.0% 9,500円 7,200円 120,000円

【表１】平成25年度の税率・限度額

※介護分は、40歳以上65歳未満の方のみ

国
民
健
康
保
険
税
額
を
お
知
ら
せ
し
ま
す

あ
な
た
ひ
と
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
　
　
　
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
な
い
で
！

そ
れ
い
け
！
オ
レ
ン
ジ
ガ
ー
ル

　
第
11
回


